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１ 開会 

磯野教育長より開会を宣言 

２ 会議の成立 

過半数の委員の出席により会議成立 

３ 会議録署名人の指名 

磯野教育長より千葉委員を指名 

４ 会期の決定 

平成２９年８月１日（１日間）ということで全委員異議なく決定 

５ 議事日程の決定 

議案第４６号を議案第４１号の次に審議するよう順序を変更することとし、日

程を全委員異議なく決定 

６ 議事の概要 

(1)議決事項 

議案第４１号 陳情について 

中嶋教育指導課長より説明があった後、審議。陳情第３号について、不採択

と議決した。 

議案第４６号 陳情について 

中嶋教育指導課長より説明があった後、審議。陳情第４号について、不採択

と議決した。 

議案第４２号 平成３０年度使用千葉市立千葉高等学校用教科用図書の採択に

ついて 

川崎千葉高等学校長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どお

り可決した。 

議案第４３号 平成３０年度使用千葉市立稲毛高等学校用教科用図書の採択に

ついて 

遠藤稲毛高等学校長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どお

り可決した。 

議案第４４号 平成３０年度使用 学校教育法附則第９条の規定による  教科用

図書の採択について 

教育次長及び中嶋教育指導課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、

原案どおり可決した。 

議案第４５号 平成３０年度使用千葉市立小学校用教科用図書の採択について

（特別の教科 道徳） 

教育次長及び中嶋教育指導課長より説明があった後、審議。無記名投票の結

果、東京書籍を採択することと決定した。 



 

 

(2)発言の要旨 

議案第４１号 陳情について 

   磯野教育長 教育指導課長、説明をお願いします。 

   中嶋教育指導課長 議案第４１号の陳情は、「西郷さん掲載の道徳検定教科書の採

択をお願いする要望書」について、次の要望をしています。「１ 

全国の小学校の道徳の教科書に、西郷さんの人間像を掲載した教

科書を採択すること」。このことについて、見解を申し上げます。 

          今回の採択の対象となる教科用図書は、いずれも文部科学省の

検定を合格したものであり、全ての教科用図書が学習指導要領の

目標を踏まえたものと捉えています。その上で、本市の生徒の実

態をもとに、ふさわしい教科用図書を採択権者の責任のもと、公

正かつ適切に採択されるべきものと考えます。 

          説明は以上です。 

   磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かございますか。 

          中野委員。 

   中 野 委 員 教科書の採択というのは教育委員会の権限と責任におきまし

て、適正かつ公正に行う必要があるものと思います。西郷さんの

載っているものを選ぶというように、初めからそこに決めて採択

にかかりますと、教科書採択に関する、平等で公正な議論に制約

がかかることになりますので、このような陳情は不採択でよいの

ではないかと私は考えます。 

   磯野教育長 他に、どうでしょうか。 

          では、ご意見、ご質問がございませんので、採決に移ります。

議案第４１号にかかわる陳情第３号について、その願意を認め、

採択することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

          賛成の委員はおりませんので、陳情第３号を不採択とすること

と決定いたしました。 

 

  議案第４６号 陳情について 

   磯野教育長 教育指導課長、説明をお願いします。 

   中嶋教育指導課長 議案第４６号の「陳情について」、説明します。 

          議案４６号の陳情は、「小学校道徳教科書採択に関する要望書」

について、次の要望をしています。「１ 展示会終了後も、図書

館などに教科書を展示して、いつでも見られるようにしてくださ

い」、「１ 採択を決定する教育委員会は全面公開でおこない、無



 

記名投票ではなく、透明性のある採択を行ってください」、「傍聴

希望者の全員が参加できるよう保障してください」、「１ 採択の

決定にあたっては、学校現場の先生方の教科書研究の成果や意

見・要望を最大限に尊重してください」、「１ 科学的根拠のない

話や画一化された価値観を押し付けるような教科書は採択しな

いでください」。このことについて、見解を申し上げます。 

          最初に、「展示会終了後も、図書館などに教科書を展示して、

いつでも見られるようにしてください」についてですが、法定展

示期間以外において、常時教科書は閲覧できるよう、本年より、

千葉市中央図書館において、小中学校の教科用図書について開架

できるよう進めております。 

          次に、「採択を決定する教育委員会は全面公開でおこない、無

記名投票ではなく、透明性のある採択を行ってください」。「傍聴

希望者の全員が参加できるよう保障してください」について、本

市では、これまでも採択にかかわる教育委員会会議を公開で行っ

ており、採択が採択権者である教育委員会の判断に資し、公正か

つ適切に審議されていることを明確にしております。したがって、

無記名投票においても、教育委員の説明責任を果たし、透明性の

ある採択を行っているものと考えます。傍聴については、傍聴席

を増やし、多くの市民が傍聴できるよう対応しております。 

          次に、「採択の決定にあたっては、学校現場の先生方の教科書

研究の成果や意見・要望を最大限に尊重してください」について、

教科用図書の調査研究に際して、教育に関して豊富な経験を有し、

教科用図書研究について識見を有する教員を選任していること

から、各学校及び授業を行う教員の意見が尊重され、研究報告書

の内容に反映しているものと考えます。また、教育委員会関係者

だけでなく、小学校校長会、中学校校長会、特別支援学級設置校

校長会の代表、市教育研究会の代表者から組織される選定委員会

において審議された調査研究報告書について、採択権者の判断に

資するよう、充実したものになるよう努めております。 

          次に、「科学的根拠のない話や画一化された価値観を押し付け

るような教科書は採択しないでください」について、今回の採択

の対象となる教科用図書は、いずれも文部科学省の検定を合格し

たものであり、全ての教科用図書が学習指導要領の目標を踏まえ

たものと捉えています。その上で、本市の児童の実態をもとに、

ふさわしい教科用図書を採択権者の責任のもと、公正かつ適切に



 

採択されるべきものと考えます。 

          説明は以上です。 

   磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かございますか。 

   和 田 委 員 まず、このように、今回の道徳の教科書採択に関しまして、

たくさんの関心と、子どもたちのためを思ったさまざまなご意見

をいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。 

          その中で、今、課長からご説明あったことと重なってしまうの

ですが、教科書が今後は中央図書館で開架されるということ、そ

れから議論は、本日のように公開で行われておりまして、また会

議録も公開されます。記名投票でこそございませんけれども、私

たちの意見が皆様のもとに確実に届いているものと考えており

ます。 

          また、傍聴人に関しても、今回は５０人にまで拡大しておりま

して、希望者の全員が参加できるように保障するということはな

かなか難しいかと思いますが、本日、十分に確保しているという

ふうに考えております。 

          そして、調査研究報告書については、十分に内容を検討し、教

科書も読み込んだ上で、内容につきましては、教育委員会の権限

と責任において、公正かつ適正に採択は行うべきと考えておりま

すので、こちらの陳情も、要望書に関しまして、不採択と考えて

おります。 

   磯野教育長 ありがとうございました。他に、ありますか。よろしいです

か。 

          他に、ご意見、ご質問がございませんので、採決に移ります。

議案第４６号にかかわる陳情第４号について、その願意を認め、

採択することに賛成の方の挙手をお願いします。 

          賛成の委員はおりませんので、よって、陳情第４号を不採択と

することと決定いたしました。 

 

  議案第４２号 平成３０年度使用千葉市立千葉高等学校用教科用図書の採択に

ついて 

   磯野教育長 千葉高等学校長、説明をお願いします。 

   川崎千葉高等学校長 まず、本校の教科用図書の選定方針でございますが、内容に

ついては大きな変更はございません。これまでの方針を引き継ぎ

まして、教科書を選定していきたいと考えております。 

          次に、本校の生徒の実態と今後の課題でございますが、本校で



 

はほぼ全員が４年制大学、特に国公立大学、難関私立大学に進学

を希望しております。生徒は真面目な生活態度で学校生活に取り

組んでいるものの、学業面においては、いま一つの努力を促した

いと考えているところでございます。そこで、各教科の指導内容

を充実させて、基礎・基本の学力の定着を図り、生徒一人一人の

学習意欲をさらに高めていくことで、今後の課題に取り組んでま

いりたいと考えております。 

          これらを踏まえまして、本校に求められる教科書の特色と選定

基準といたしまして、生徒の実態を踏まえたレベルであること、

基礎・基本の定着に加え、自学自習に資するような構成となって

いること。図表や資料などが充実していることなどとしておりま

す。特に本校、理数科がございますので、理数科においては、専

門的、発展的な内容が取り扱われており、大学との連携、課題研

究や探究活動にも対応できることなどを勘案し、教科書の選定を

進めております。 

         それではここで、教科書について説明をさせていただきます。

ここでは来年度変更となる教科書について説明させていただき

ます。まず、世界史Ａでございます。次年度は、帝国書院のもの

を使用したいと考えております。難易度としては、今年使用して

いた教科書と同じレベルでございます。 

          変更の理由といたしましては、この教科書は来年度、若干の内

容や構成の変更がありました。それは、日本史と世界史のつなが

りを示すページが新たに挿入されるとともに、図や表などが、多

く取り入れられております。日本史との関連性で、理解が深まり

やすいことや、また図や表などを生徒が主体的に読み取り、積極

的に発表させる機会を増やすことなどを通して思考力を養い、主

体的・対話的で深い学びにつなげていきたい、そのように考え、

変更しております。 

          続きましてコミュニケーション英語Ⅰでございます。次年度は、

第一学習社のものを使用したいと考えております。 

          理由は、まずは本校の生徒のレベルに合ったものであることが

１番でございます。それに加えまして、特に英語で自らの考えを

発表しやすい構成になっていることや、コミュニケーション能力

の育成に適していることなどの点を評価いたしました。今後求め

られております、アクティブラーニング型の授業において、自ら

積極的に英語で発信できる生徒をさらに増やしていきたいとの



 

観点から、この教科書を採用するとしたいと考えております。以

上、変更があったものについてご説明をさせていただきました。 

          最後に、理数科の教科書について若干説明をさせていただきま

す。理数科においては、いわゆる専門学科としての教科書という

のはありませんが、教科によっては普通科に比べ、難しい内容の

教科書となっています。各科目とも、例えば科学用語の英語表記

や、参考・発展などの探究活動を推進させ、さらには大学の内容

にも触れる部分がある教科書でございます。レベルとしては高い

教科書を使用しております。 

          また、普通科と同じものを使用していても、補助教材やプリン

トを活用して、内容を深めるなどして、理数科としての特色を出

していこうと努めております。 

          以上、千葉高校における平成３０年度の使用の教科用図書につ

いて、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 

   磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かございますか。 

          和田委員。 

   和 田 委 員 ちょっと本筋と外れてしまうかもしれないのですが教えて下

さい。日本史に関しましては、理数科は、これは選択科目という

ことでよろしいでしょうか。この「セ」と書いてあるのが選択で、

「全」と書いてあるのが、その学年の必修のということでよろし

いでしょうか。 

   川崎千葉高等学校長 はい、そのとおりです。 

   和 田 委 員 わかりました。今年世界史Ａの教科書が、日本史とのかかわ

りもある教科書の採択を希望されるということで、日本史を選択

していない生徒にも、日本史の知識も与えるような教科書を採択

されると考えてよろしいでしょうか。 

   川崎千葉高等学校長 普通科１年生と理数科１年生に世界史を教えております。現

在、中学校の歴史の授業で、世界史を扱っている部分というのが

余り多くない状況ですので、日本史と関連づけることによって理

解がしやすいという観点からこの教科書にしております。 

   中 野 委 員 理数科の教科書ですが、これは特に個別の説明はありません

でしたけれども、これは前年度と変わらないということでよろし

いでしょうか。 

   川崎千葉高等学校長 はい。昨年と同様でございます。 

   磯野教育長 よろしいですか。では、ご質問もないようですので、議案第

４２号「平成３０年度使用千葉市立千葉高等学校用教科用図書の



 

採択について」を、原案どおり可決したいと考えますが、いかが

でしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

   磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決といたします。 

 

  議案第４３号 平成３０年度使用千葉市立稲毛高等学校用教科用図書の採択に

ついて 

   磯野教育長 稲毛高等学校長、説明をお願いします。 

   遠藤稲毛高等学校長 稲毛高校の遠藤です。まず、選定方針でございます。本校は

グローバルリーダ─の育成を教育目標に掲げておりますので、英

語の力を身につけることはもちろんのことですが、自ら課題を見

つけて解決する力や、思考力、判断力、表現力などを身につけさ

せること、主体性を持って学ぶ態度を育てることなどを意識して、

教科書選定を行っております。 

          特にこれまでは、どちらかといいますと、大学の進学を考えて、

たくさんの知識を得られる教科書を選んでいたという傾向にあ

ります。ですが、ここ数年は、思考力、判断力、表現力を高める

ために、グループワークですとかペアワークの授業をたくさん取

り入れておりますので、その授業で使いやすいもの、そういった

工夫のあるものなどの観点から、選定する傾向を強めております。 

          また、現行の学習指導要領が平成２５年度から始まりまして、

３年を経過しました昨年度から、各教科書会社が内容を見直して、

改訂版や新訂版という形で出し始めております。その改訂版や新

訂版がこれまでのものと比べて、本校の教育に合ったものである

場合がありますので、今回の選定におきましても、安易に昨年度

と同じ選定を行うのではなく、各教科で、より慎重に選定をして

おります。 

          次に、選定までの経緯については、例年どおりですので、省略

をさせていただきます。 

          それでは、来年度、特に出版社が変更となる教科書を中心に、

各教科の選定理由をご説明いたします。 

          まず国語です。現代文Ｂ、これを第一学習社の教科書から筑摩

書房の改訂版に変更いたしました。大学入試でよく出題される作

家の作品が多く、新旧の作品がバランスよく配置されている特徴

があります。また、本文の下のほうに、グループ活動やペアで議

論できる問いが数多く載っている教科書でして、言語活動を授業



 

で行いやすい教科書となっております。 

          続きまして、古典Ａです。こちらも第一学習社から大修館書店

に変更いたしました。古典Ａは２年生におきまして、週２時間、

２単位で古文と漢文の両方の基礎・基本を定着させる必要があり

ます。そこで、ジャンルや時代のバランスがよく、古典としてス

タンダードな作品が扱われているものを選定いたしました。 

          続きまして、古典Ｂです。古典Ｂは２冊ありまして、古文編と

漢文編に分かれています。こちらも、第一学習社から筑摩書房の

改訂版に変更いたしました。こちらにおいても、さまざまなジャ

ンルの作品を取り上げていること、スタンダードであり、さらに

大学入試でよく出題される作品を精選していることが特徴とな

っております。以上が国語です。 

          続きまして、地理歴史ですが、こちらは変更しておりません。 

          公民の倫理、こちらを第一学習社から実教出版の新訂版に変更

いたしました。倫理の教科書というのは、とかく難しい記述の多

い中で、より正確でわかりやすい記述であったり、話し合いがし

やすいテーマ学習の内容が生徒の興味・関心を喚起する内容のも

ので、グループ学習などの授業で取り入れやすい教科書となって

おります。 

          続きまして、数学について変更はございません。 

          続いて理科です。理科は、化学を変更いたしました。こちらは、

第一学習社から啓林館の改訂版に変更いたしました。改訂版とな

りまして、この教科書は、視覚的に非常に理解しやすい構成とな

りました。本文が非常に詳しく、丁寧なものとなりました。また、

この教科書は、実験観察の多くが探究活動として位置づけられて

いまして、実験の報告書の書き方、発表の仕方なども丁寧に、適

切に盛り込まれている教科書となっております。 

          続きまして、保健体育ですが、こちらは変更しておりません。 

          続いて、芸術の教科書ですが、美術Ⅰ、美術Ⅱ、美術Ⅲ、いず

れも日本文教出版の教科書に変更しております。美術の教科書は、

この日本文教出版と光村図書の２社しか教科書を作成しており

ません。昨年度までは光村図書を使っておりましたが、日本文教

出版に変更いたしました。２社とも改訂版になり、それを比較検

討しました結果、変更いたしました。日本文教出版は題材が非常

に豊富であること、各ページのレイアウトが非常によいので、視

覚的に理解のしやすい構成になりました。それから、特徴として



 

は、いろいろな学校の生徒の作品も掲載されるようになっており

まして、課題に取り組む生徒が参考にしやすい教科書となってお

ります。 

          続きまして外国語です。こちらは、普通科の英語になります。

英語表現Ⅱにつきまして、啓林館の教科書から、いいずな書店に

変更いたしました。英語表現の授業につきましては、昨年度から

年次進行で、いいずな書店に変更しています。理由としましては、

１つは、本校には附属中学校がありますが、附属中学校でこのい

いずな書店の文法書や、問題集が非常に使用しやすいということ

で使っておりまして、その内容との接続を考えたということと、

もう１つは、外国人講師の方が、本校には５名おるわけですが、

これまで使用している教科書に載っている英文に比べて、ネイテ

ィブから見ると自然な表現のものが多いという指摘があったの

が、いいずな書店の教科書であります。今年度、１年生でいいず

な書店を使用し始めたところですが、英語の教員や、外国人講師

はとても使いやすいという印象を持っています。ネイティブとの

ＴＴの授業におきまして、プレゼンテーションの授業、あるいは

ディスカッション、ディベートといった高度なコミュニケーショ

ン活動が非常に行いやすい教科書となっております。 

          家庭については変更ありません。情報についても変更はござい

ません。 

          最後に、専門学科の英語です。こちらは、国際教養科の教科書

になります。先ほど、千葉高校のほうで専門学科の教科書の説明

がございましたが、やはり専門教科の英語の教科書は、それ専用

のものは出版されておりません。学習指導要領によりますと、普

通教科のほうの英語の内容に加えて、必要に応じて内容を発展・

拡充させて取り扱うこととなっております。従いまして、普通教

科の英語の教科書を使用しつつ、発展的な内容、特に本校ではデ

ィスカッションやディベートなどの活動をさらに充実させて授

業を行っております。教科書ですけれども、２年生で使用する英

語表現の教科書、これを先ほどと同じように、普通教科の英語表

現Ⅱと同様に、啓林館から、いいずな書店に変更いたしました。

変更した理由については、先ほどの説明と同じでございます。 

          以上で説明を終わります。 

   磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かございますか。 

          小西委員。 



 

   小 西 委 員 ご説明、ありがとうございます。英語表現ですけれども、昨

年から、いいずなに変わったということで、外国人講師から見る

と自然で使いやすいというご説明だったのですが、逆に３年生の

子たちは啓林館を継続して使うということのようですが、３年生

の出版社を変えなかった理由を教えていただけますでしょうか。 

   遠藤稲毛高等学校長 英語の授業におきましては、基本的に１年生で使い始めた出

版社の教科書を３年間、２年生でも３年生でも使うというふうに

しております。従いまして、今の３年生は１年生のときからそこ

に載っております教科書の出版社を使ってきておりますので、そ

の継続性を崩さずに来ております。来年度３年生については、い

いずな書店に変更の予定でいます。 

   和 田 委 員 まず、今までの採択の中で、私の知る限りでは新しい出版社

になったのが、これほど多いということがなかったように感じま

す。そのご説明につきましても、十分、比較検討した上でこのよ

うなことになったということが大変よくわかりました。 

          １点だけ質問させていただきたいのですが、やはり小西委員と

同じ、いいずなの教科書についてです。昨年拝見して、とても特

色のある教科書だなというふうに感じました。教える側にとって、

とても扱いやすく、グループディスカッションなどもしやすいと

いうご説明がありましたが、教えてもらう生徒の側に立った場合

に、この教科書の使いやすさというのはどうお感じになられたで

しょうか。 

   遠藤稲毛高等学校長 いいずな書店の教科書は、ほかの出版社の教科書と同様に、

例えば本文の脇に練習の問題等を集め、ほぼ同じ充実度で載って

おります。したがって、家庭学習においても復習に使いやすいで

すし、予習においても使いやすくなっています。 

          それに、ほかの教科書では見られないグラマー、文法的な解説

を、各章ごとに入れています。こういう教科書は他にありません。

ですので、生徒にとっても非常に本文の中で文法的にポイントを

つかみやすい教科書でもあると思います。 

          さらに、教える側としては、先ほども申し上げましたが、こう

いう点を話し合ってみてくださいとか、こういうのをペアで話し

合ってみてください、発表してくださいというような内容が盛り

込まれており、多種多様な思考力や話す力をつけるような工夫が

たくさんなされている教科書だと感じております。 

   磯野教育長 よろしいですか。では、ご質問もないようですので、議案第



 

４３号「平成３０年度使用千葉市立稲毛高等学校用教科用図書の

採択について」を、原案どおり可決したいと考えますが、いかが

でしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

   磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決といたします。 

 

議案第４４号 平成３０年度使用 学校教育法附則第９条の規定による教科用

図書の採択について 

   磯野教育長 教科用図書選定委員会の調査結果報告について、選定委員会

委員長である教育次長、その概略の報告をお願いします。その後

に、調査結果についての説明を教育指導課長にお願いします。 

   教 育 次 長 議案第４４号「平成３０年度使用 学校教育法附則第９条の規

定による教科用図書の採択について」、千葉市教育委員会組織規

則第８条第１０号の規定により、議決を求めるものでございます。 

          学校教育法附則第９条の規定による教科用図書につきまして

は、教育委員会会議において決定されました「平成３０年度使用

義務教育諸学校用教科用図書の採択方針」に基づきまして、本年

６月１２日に、第１回の千葉市教科用図書選定委員会を開催して、

教科用図書専門調査委員会を設置するとともに、専門調査員を３

名任命し、教科用図書選定に係る調査研究等を行ったところでご

ざいます。 

          また、その調査研究の報告をもとに、７月２１日に第２回の千

葉市教科用図書選定委員会を開催し平成３０年度使用教科用図

書調査研究報告書をとりまとめたところでございます。報告書の

内容につきましては、教育指導課長より説明申し上げます。 

   中嶋教育指導課長 今回、採択をお願いする特別支援教育用の図書は、平成３０

年度使用学校教育法附則第９条の規定による教科用図書です。そ

して、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律によ

り、平成３０年度、児童生徒に使用されることになるものです。 

          それでは、報告書について説明します。特別支援学校及び小中

学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の教科用図書について

は、文部科学省検定済教科用図書及び文部科学省著作教科用図書

の当該学年用を使用することが原則となっていますが、児童生徒

の実態により、適切でない場合は、学校教育法附則第９条の規定

により、一般図書を選定することができます。 

          視覚障害者を教育する特別支援学校普通学級用の教科書につ



 

いては、千葉市立の特別支援学校及び特別支援学級の児童生徒の

該当者はおりません。通常学級の中に拡大教科用図書を使用して

いる児童生徒は８名おります。 

          千葉市立の特別支援学校及び特別支援学級で学ぶ児童生徒の

多くは、知的障害があります。児童生徒一人一人の発達段階はさ

まざまであることと、障害の特性も多様であることから、できる

だけ児童生徒の実態に対応できるようにするため、文部科学省検

定済教科用図書、文部科学省著作の特別支援学校用教科用図書と

あわせて、学校教育法附則第９条の規定による一般図書を採択し

ていただきたいと考えます。 

          学校教育法附則第９条の規定による一般図書の観点は、内容に

つきましては、障害の状態や発達の段階及び特性への配慮や工夫、

日常生活との関連、教材の分量、学習を促す教材の配慮の４つの

観点から。また、組織・配列につきましては、教材の系統性と適

切な編集、教材配列の工夫や学習の進めやすさの２つの観点から。

また、表現につきましては、用字・用語、図表・写真・絵、配色・

色彩の３つの観点から。また、造本につきましては、紙質・製本、

表紙・装丁、扱いやすさの３つの観点から、報告書を作成いたし

ました。 

          学校教育法附則第９条の規定による教科用図書、合計１２９冊

について報告いたします。 

          初めに、国語について報告いたします。県教育委員会から４３

冊示されましたが、そのうち３４冊を選びました。全て昨年度か

ら継続して選んだ図書です。内容が適切で、指導の継続性や、児

童生徒に親しまれている図書が多いためです。新規に選んだ図書

は、今年度、県教育委員会で選定された図書がなかったために、

ありません。国語につきましては以上です。 

          続いて、算数・数学について報告いたします。１、県教育委員

会から２７冊が示されましたが、そのうち１７冊を選びました。

全て昨年度から継続して選んだ図書です。内容が適切で、指導の

継続性や、児童生徒に親しまれている図書が多いためです。新規

に選んだ図書は、今年度、県教育委員会で選定された図書がなか

ったために、ありません。算数・数学につきましては以上です。 

          続いて、生活・社会について報告いたします。県教育委員会か

ら３２冊が示されましたが、そのうち２６冊を選びました。昨年

度から継続して選んだ図書は２３冊です。内容が適切で、指導の



 

継続性や、児童生徒に親しまれている図書が多いためです。新規

に選んだ図書は、今回、県教育委員会で選定された図書３冊です。  

１冊目は「ドラえもんちずかん１ にっぽんちず」です。日本各

地の自然や名所、鉄道、祭りが、絵や写真などでわかりやすく紹

介されています。絵も親しみやすく、楽しみながら学習すること

ができます。配列も適切です。２冊目は「ドラえもんちずかん２ 

せかいちず」です。先ほどの本のシリーズ本です。同様に、世界

各地の国名や暮らしの様子、自然、動物、服装、名所などが、絵

や写真でわかりやすく紹介されています。絵も親しみやすく、楽

しみながら学習することができます。３冊目は「みぢかなマーク

新装改訂版」です。身近なマークが多く取り上げられ、そのマー

クが使われている場面が絵で示されています。店舗や食品、おも

ちゃなどのマークも紹介されていて、興味・関心を持ちやすいで

す。テーマ別に分かれており、色彩が鮮明で見やすいです。生活

単元学習や産業現場等における実習でも活用できます。生活・社

会については以上です。 

          続いて、職業・家庭について報告いたします。県教育委員会か

ら２０冊示されましたが、そのうち１６冊を選びました。昨年度

から継続して選んだ図書は１４冊です。内容が適切で、指導の継

続性や、児童生徒に親しまれている図書が多いためです。３、新

規に選んだ図書は、今回、県教育委員会で選定された図書２冊で

す。１冊目は「あそびのおうさまずかん１２ リサイクルこうさ

く増補改訂」です。身近な材料を利用してつくる題材が多く取り

上げられています。動くおもちゃ、飾るもの、かぶったり身につ

けたりするものなど、でき上がった作品を使って楽しく遊ぶこと

ができます。道具の使い方など、工作の基礎的な学習にも活用で

きます。２冊目は「あーとぶっく ひらめき美術館第１館」です。

世界の名画がイラストや説明でわかりやすく紹介されています。

名画を見るポイントが書かれており、鑑賞の学習にも使えます。

興味・関心に応じて、どのページからでも取り組めるように配列

されており、楽しく作品づくりができるように工夫されています。

職業・家庭については以上です。 

          最後に、外国語について報告いたします。県教育委員会から６

冊が示されましたが、そのうち全てを選びました。全て昨年度か

ら継続して選んだ図書です。内容が適切で、指導の継続性や、児

童生徒に親しまれている図書が多いためです。新規に選んだ図書



 

は、今年度、県教育委員会で選定された図書がなかったために、

ありません。外国語については以上です。 

          以上で、全ての報告を終わります。 

   磯野教育長 ありがとうございました。 

         では、質疑に入りますけれども、何かありましたらお願いい

たします。 

          中野委員。 

   中 野 委 員 これだけたくさんの本が選ばれていますけれども、毎年選ば

れた本は、実際に使われているんでしょうか。 

   千葉主任指導主事 平成２９年度、９７冊が採択されました。そのうち、８０冊

が給与されております。パーセントにしますと８２．４％使われ

ているということになります。 

          私からは以上でございます。 

   和 田 委 員 教科書展示会でも私たちも拝見しまして、大人でも非常に興

味を持って学習できるような本がたくさん選定されているので、

とても楽しく、おもしろく学習できるだろうなと感じました。 

          ちょっと本筋とは離れてしまうかもしれないのですが、前年に、

もしくは前々年、過去に選定して児童に配布した本を、またさら

に継続して使っていくということも、実際に学校の中では行われ

ていますでしょうか。 

   千葉主任指導主事 前年度に配付された教科書を継続して使うということは、実

際、現場で行っております。児童生徒にとって思い出深いものや、

興味を示す、その学習状況によって、繰り返し行うということも

あるため、前年度給与された本を活用することはございます。 

          私からは以上でございます。 

   磯野教育長 では、ご意見、ご質問がございませんようですので、議案第

４４号「平成３０年度使用 学校教育法附則第９条の規定による 

教科用図書の採択について」を、原案どおり可決したいと考えま

すが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

   磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決いたします。 

 

議案第４５号 平成３０年度使用千葉市立小学校用教科用図書の採択について

（特別の教科 道徳） 

   磯野教育長 教科用図書選定委員会の調査結果報告について、教育次長、

その概略の報告をお願いします。その後に、調査結果についての



 

説明を教育指導課長にお願いします。 

   神崎教育次長 議案第４５号「平成３０年度使用千葉市立小学校用教科用図

書の採択について（特別の教科 道徳）」、千葉市教育委員会組

織規則第８条第１０号の規定により、議決を求めるものでござい

ます。 

          平成３０年度使用千葉市立小学校用（特別の教科 道徳）の教

科用図書についてですが、千葉市教科用図書選定委員会の開催等

の経緯は、附則第９条図書と同様に、教科用図書選定に係る調査

研究等を行い、その調査研究の報告をもとに、平成３０年度使用

教科用図書調査研究報告書をとりまとめました。なお、専門調査

員は７名を任命して、調査研究を行いました。 

          報告書の内容につきましては、教育指導課長よりご説明申し上

げます。 

   中嶋教育指導課長 今回、採択をお願いする小学校（特別の教科 道徳）の教科用

図書は、教科化に伴い、初めての採択となるものであり、義務

教育用諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、平

成３０年度から千葉市立小学校の児童に使用されることになる

ものです。 

          それでは、報告書について説明します。最初に、千葉市の児童

に必要とされる教科用図書について説明いたします。学習指導要

領における特別の教科「道徳」の目標は、「よりよく生きるため

の基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を

基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き

方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、

実践意欲と態度を育てる」であります。 

          また、本市では人間尊重の教育を教育施策の基調とし、「夢と

思いやりの心を持ち、チャレンジする子ども」の育成を目指して、

学校教育を進めております。これを受け、道徳的な判断力、心情、

実践意欲と態度を育成し、豊かな人間性の形成を図ることが求め

られています。 

          さて、本市の児童の実態についてですが、平成２８年度千葉市

学力学習状況調査における意識調査等から、決められたこと、決

まったことについては確実に行う、つまり、自律や責任を重んじ

る反面、自分に自信が持てないといった自己肯定感や自己有用感

の低さから、人間関係をうまく結ぶことができない児童が多い傾

向が見られます。このことから、本市児童は道徳的価値の自覚及



 

び自己の生き方について考えを深めること、そして、道徳の時間

を要として、学校の教育活動全体を通して道徳的実践力の育成を

図ることが課題となっております。 

          したがって、教材のねらいが具体的で、児童が自分とのかかわ

りとして道徳的価値を捉え、主体的に考え、議論できるといった

特色を有する教科用図書を選定する必要があるものと考えます。 

          次に、教科用図書を選定するための観点について説明いたしま

す。内容は、教育基本法、学校教育法の改正や学習指導要領の改

訂を踏まえ、県の「観点」の項目、市の施策や児童の実態をもと

に作成いたしました。 

          例えば、内容についての観点は、学習指導要領の示す教科の目

標への適合や本市の教育施策に照らし、内容が適切に取り上げら

れているかという視点を設定いたしました。特に本市の教育施策

への適合の項目では、「県の教育施策への適合」を「市の教育施

策への適合」と改めました。また、「市の教育施策」並びに「千

葉市学校教育の課題」には、道徳的価値の自覚及び自己の生き方

についての考えを深めることを重点目標とし、そのために、「道

徳の時間を要として学校全体を通して、道徳的実践力の育成を図

る。」、「ねらいを具体的にし、教材を吟味することで児童が道

徳的価値を自分との関わりで捉え、主体的に考え、議論できるよ

う、授業の質的転換、改善に努める。」ことと示されております。 

          このことを踏まえ、内容等の充実の項目で、「人間尊重の精神

にかなうものであり、人間関係の理解等を含め、人間としてより

よく生きる喜びや勇気を与えるものであるか。特定の見方や考え

方に偏った取り扱いがなされていないか」という視点を設定し、

さらに、学習指導要領総則第６、道徳教育に関する配慮事項に挙

げられている内容をもとに、地域性への適合、他教科等との関連、

補充的・発展的な学習の項目において、それぞれの配慮事項を設

定しました。 

          また、組織・配列の観点については、系統性の項目で、４つの

視点及び内容項目と年間計画の関連が適切に組織され、２学年間

を見通した重点的な内容や、内容項目間の関連を密にした学習が

配慮されたものであるかを視点として設定しました。 

          なお、学習指導要領では、内容項目を４つの視点に分類してお

ります。４つの視点とは、Ａ、主として自分自身に関すること。

Ｂ、主として人とのかかわりに関すること。Ｃ、主として集団や



 

社会とのかかわりに関すること。Ｄ、主として生命や自然、崇高

なものとのかかわりに関することであり、内容項目は１・２年１

９項目、３・４年２０項目、５・６年生２２項目設定されていま

す。 

          表現の観点について及び造本の観点については、児童の発達段

階に応じて、児童の興味・関心を高め、学ぶ意欲を喚起する工夫

がされているものであるかを視点として設定しました。 

          次に、調査研究報告書について、調査結果を具体的にご説明い

たします。まず東京書籍です。本市の教育施策への適合について

は、道徳的価値に根差した問題を主体的に考え、問題解決的な学

習を取り入れている点は、本市の教育施策に適合しています。 

          例えば、教科書見本の３年生７０ページをご覧ください。問題

解決的な学習に対応した読み物教材では、必ず導入の「とびらペ

ージ」を掲載し、次に教材「なかよしだから」、教材末尾には「考

えるステップ」を設け、学習過程に沿った話し合いをしながら考

えを深めていくように構成されています。 

          児童への適合については、例えば１年生２４ページ「うかんだ

うかんだ」の教材の後に、２６ページ、２７ページ「がんばりシ

ール」でコミュニケーション活動を行うなど、児童の発達段階に

即し、生きて働く道徳性を育むため、特に人間関係を構築するた

めの学習活動を掲載しています。 

          内容等の充実については、「いじめをしない、許さない心」を

育てるため、「いじめのない世界へ」を全学年に掲載しています。

「とびらページ」で各学年の考える課題を示し、次にいじめに関

係した直接的教材、間接的教材を配置し、教師が実態に応じてど

ちらかを指導したり、両方の教材を指導したりするなど、学級の

実態に応じて選択でき、よりよい生き方について考えられるよう

工夫された構成となっています。 

          例えば３年生の２９ページ、「とびらページ」で、３年生とし

て考える課題「楽しいクラスをつくるのはだれだろう？」を示し、

３０ページ「しょうたの手紙」（直接的教材）と３３ページ「い

いち、にいっ、いいち、にいっ」（間接的教材）を配し、学級の

実態に応じてさまざまな角度からいじめについて考えられるよ

うになっています。 

          さらに、他教科との関連について、６年生３４ページ「愛華さ

んからのメッセージ」というメーンの教材の後に、「つながる・



 

考えるのページ」として、３９ページ「みんなで地球を守ろう」

という資料が配置されています。社会科、理科、家庭科などの他

の教科と関連づけた学習や、生活に生かせるような工夫がされて

います。 

          表記・表現に関して、例えば２年生１１６ページ「ガラスの中

のお月さま」、４年生７８ページ「バルバオの木」をご覧くださ

い。挿絵等は、絵のトーンや大きさ、配置場所が効果的で、児童

がよりイメージを広げやすいよう配慮されています。 

          続いて、学校図書です。本市の教育施策への適合に関して、児

童が自ら考え、対話を通して考えを深めていくような内容になっ

ています。例えば、１年生「よみもの」１６ページ、「あなたな

らどうする？」をご覧ください。登場人物の発言を自分ごととし

て捉え、問題場面を話し合うことによって、深い学びに向かうこ

とができます。 

          地域性への適合に関して、学校生活や家庭生活における日常の

場面、近隣や地域の人々とのかかわり等、実生活に起こりそうな

話題や題材が多く取り上げられています。例えば、１年生「よみ

もの」４６ページ「玉入れ」、５年生「よみもの」１４４ページ

「みんなで『ありがとう六年生！』」をご覧ください。児童が身

近に感じ、自らの生活と関連づけて考えることで、道徳の時間を

より実践的に捉えられるよう配慮されています。 

          他教科等との関連に関して、教材文は長く指導されてきた教材

からさまざまな現代社会の課題に関するものまで多様で、学習が

広がるよう配慮されています。例えば、４年生「読み物」をご覧

ください。９２ページです。「泣いた赤鬼」は定番教材であり、

７４ページ「少しだけなら」は現代的課題として配されています。

現代的課題としては、この「少しだけなら」のように、情報モラ

ルの問題だけでなく、いじめにつながる問題に正対して考えるこ

とができるよう配慮され、命の尊さについては、教材に加えて、

コラムでも全学年を通して扱っています。 

          補充的・発展的な学習に関して、「活動」のコラムや特設ペー

ジは、やってみたり、書いてみたりしながら活動的に学べるよう

になっています。例えば、３年生の「活動」、２６ページ「コラ

ム」、２７ページ「公平・公正にせっする」をご覧ください。内

容項目が補充的・発展的に学習につながるよう配慮されています。 

          特に、学習活動への配慮に関して、「読み物」と「活動」の２



 

分冊に分かれていることが大きな特徴です。課題意識を持ち、ア

クティブに学ぶことができるよう、「読み物」と「活動」の２部

構成となっています。「読み物」は発問がされていないので、先

入観なく教材文を読むことができ、「活動」は、書いたり、議論

したりしながら、主体的、多面的に学べます。児童一人一人が生

き方について考えを深めることのできる構成になっています。 

          続いて、教育出版です。内容等の充実に関して、いじめ、情報

モラル、生命尊重といった現代的課題が取り上げられ、人間尊重

の精神にかなう教材が配置され、よく工夫されています。例えば、

生命尊重教材として、１年生４２ページ「いのちのはじまり」、

４年生１２４ページ「命－せいいっぱい生きる－」、いじめ防止

教材として、３年生６８ページ「悪いのはわたしじゃない」、情

報モラル教材として、２年生３４ページ「教えていいのかな」、

５年生８８ページ「だれかをきずつける機械ではない」、６年生

３６ページ「食事中のメール」が挙げられ、系統的に道徳的価値

が高められるよう配慮されています。 

          学習活動への配慮に関しては、例えば、１年生９４ページ「み

んながえがおに」をご覧ください。教材の冒頭に主題、教材末に

手引きが示され、児童が主体的に学習に取り組めるよう配慮され

ています。 

          続いて、光村図書です。内容等の充実に関して、読み物教材の

ほか、例えば、２年生７０ページ「クラスの大へんしん」、６年

生１０２ページ「働くってどういうこと」のような一枚絵や、４

年生９３ページ「心のブレーキ」のような漫画形式の資料など、

児童が教材に引き込まれ、考えずにはいられない多様な教材を取

り上げています。また、５年生１８ページ「すれ違い」と２３ペ

ージ「どうすればいいのだろう」の２つの教材を学習した後、そ

の学習をもとに、２６ページ「いじめを許さない心」を育むため

にコラムを配し、ユニット形式にするなど、児童が多面的、多角

的に捉え、主体的に考えられるよう配慮されています。 

          学習活動への配慮では、例えば、３年生３８ページ「ぬれてし

まった本」をご覧ください。教材の冒頭にねらいや導入文を示し、

教材末に「考えよう」や「つなげよう」という手引きが示されて

おり、児童が主体的に学習に取り組める構成になっています。 

          続いて、日本文教出版です。本市の教育施策への適合に関して、

授業の質的変換、改善ができるよう教材が配列されており、本市



 

の教育施策に合致しています。特に、体験的な学習や問題解決的

な学習などの手法や、学び方をわかりやすく示し、教師の指導の

手がかりとして配慮されています。 

          内容等の充実に関して、いじめ問題、情報モラルなどの現代的

課題について複数の教材を配置して、重点化するなどの配置がな

されている点が優れています。目次にユニット形式で現代的課題

が記述され、一目でわかるように配慮されています。特に、いじ

め対策を重点的に扱っていることが特徴です。例えば、６年生の

教科用図書をご覧ください。目次の「人とのかかわり①いじめを

なくすために」を見ると、１４ページ「ほんとうのことだけど」、

２０ページ「それじゃ、ダメじゃん」、２４ページ「言葉のおく

り物」と学習を進め、２８ページ、２９ページの「心のベンチ」

のページで、いじめについて改めて考える、工夫された構成とな

っています。 

          分量の配分に関して、内容項目について授業を行うために必要

な量の教材が用意されています。さらに、各学年３つずつの付録

の教材もあり、学校の実態により、教師が教材を選べるようにな

っています。 

          続いて、光文書院です。内容等の充実に関して、例えば、１年

生１４８ページ「ウォルト・ディズニー」、４年生１３８ページ

「ぼくの生まれた日－ドラえもん－」のように、子どもの学びを

広げるために著名人の話、実話、漫画、アニメ等、多様な教材を

取り入れています。また、６年生８２ページ「地球があぶない」、

８６ページ（コラム）「富士山を守る」のように、現代的課題と

向き合うために、教材、コラムの双方から扱い、さまざまな角度

から考えることができるように構成されています。 

          他教科等との関連に関して、例えば、５年生１０ページ「帰っ

てきたはやぶさ」の学習の後で、理科と関連が図れる「はやぶさ」、

「はやぶさ２」について調べるなどの活動が配置されていて、学

習の広がりを持たせることができるようになっています。 

          続いて、学研教育みらいです。児童への適合に関して、児童が

学習の見通しを立てたり、学習したことを振り返ったりできるよ

うな配慮がなされています。例えば、巻頭に自分を見詰めるペー

ジを、巻末に１年間の学びを振り返る「心の宝物」ページを設け

ています。 

          内容等の充実に関して、全学年、「命の教育」を最重点テーマ



 

に据え、人間尊重の精神にかない、生命の尊さやいじめ防止につ

ながる教材や、他人を理解し尊重することなど、幅広い視点から

学習できるような教材を、複数時間で扱えるように、印もつけら

れて、わかりやすく配置されています。例えば、４年生の教科用

図書をご覧ください。９１ページ、とびらのページ「かぎりある

いのち」、９２ページ「うみがめの命」、９６ページ「えがおの

クリニクラウン」、１００ページ「わたしのいのち」と学習を重

ね、命の尊さについて考えます。 

          学習活動への配慮に関して、児童が主体的に取り組めるよう、

全学年で全ての教材の本文より前に主題名を記載せず、児童の問

題意識を大切にした構成になっており、よく配慮されています。 

          続きまして、廣済堂あかつきです。補充的・発展的な学習に関

しては、例えば、３年生７３ページ「きよしのなやみ」、６年生

８４ページ「客には言わんのですか」の教材のように、「学習の

道すじ」、「学習を広げる」を記載することで、児童が学習の見

通しをもって、自ら課題意識や問題追及への意欲を高め、主体的

に学習に取り組める構成になっています。また、内容項目を補充

的、発展的に学習できるように配慮されています。 

          扱いやすさに関しては、全学年ＡＢ版で紙面にゆとりがあり、

圧迫感のない構成になっています。道徳科の教材は、児童の読み

取りに差異が生じないことが大切です。誰もが内容を正確に理解

できるように、漢字には全てにルビが振られ、５・６年生の読み

物教材を中心に、難しい語句には意味などを掲載し、児童が内容

をイメージしやすいように配慮されています。 

          以上で道徳科の報告を終わります。 

   磯野教育長 ありがとうございました。では、審議に入る前に、まずこち

らから質問を幾つかさせていただき、その後、協議を、進めさせ

ていただきます。 

          まず、質問等がございましたらお願いします。 

          和田委員。 

   和 田 委 員 ご説明、大変詳しくありがとうございました。文科省の検定

を通過しているという点で、各者とも一線に並んでいるという観

点から、私たちも各者の教科書を読み込んでまいりました。先ほ

ど課長のご説明にありましたように、千葉市は人間尊重の教育を

掲げております。そして学校教育推進計画の中での目指すべき子

どもの姿の中では、「夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする



 

子ども」ということを目標にしています。そこに行き着くような

教科書を採択していくことが重要なのだろうということと、本市

の子どもたちの課題として、自己肯定感や自己有用感が低いので、

それを道徳という教科の中で高めていかなくてはいけないので

はないかというようなお話がありました。 

          教科書の採択というよりも道徳の教科としてという話になっ

てしまうのですが、道徳科の内容項目Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ「自分自身

に関すること」「人とのかかわりに関すること」「集団、社会と

のかかわりに関すること」「生命や自然、崇高なものとのかかわ

りに関すること」を各発行者が、どのように学び進めていくのか

を、千葉市の課題などとのかかわりに加えてご紹介いただければ

と思います。 

   中嶋教育指導課長 まず初めに、全体的なことを私からお話をさせていただきま

す。自分を中心として、だんだんそのかかわりを周りに広げてい

くということで、Ａの自分から、Ｂの人とのかかわり。次に、Ｃ

の集団、社会とのかかわり、Ｄの生命や自然、崇高な者とのかか

わりということで、自分とのかかわりを広げていく中で、自分が

一番の基本になっております。 

          先ほどお話にもありましたが、千葉市は人間尊重の教育を掲げ

ており、子どもたち一人一人の人格をとても大切にしています。

自分のよさや可能性に気づけるような道徳の教育や、他の教育を

していくことを一番の重点としております。 

          さらに、千葉市の子どもたちは、自己肯定感や自己有用感が低

く、自分に自信が持てていないということから、自分に自信を持

つことを一番の原点と考え、そこも大切にして、教科書を読み比

べていっております。 

          そして、児童が引きつけられるような魅力的な教材を配置した

教科書、教師が児童の心を揺さぶる発問ができる教科書、さらに

は、意見や考えを出し合い、深めることができる教科書を観点と

して選んでおります。 

   和 田 委 員 今、お答えいただいたことの中から、また発展してお伺いし

たいのですが、発問しやすく、子どもたちがディスカッションし

やすいということから考えると、学習の手引き的なものや、主題

が、教科書の中で提示されているほうが教師にとって教えやすく、

また、子どもたちにとっても学びやすいのか、その点については

どうでしょうか。 



 

   岡村指導主事 今の点につきまして、調査員も話し合いを十分行いました。主

題が書かれているところは、子どもたちが見通しを持って学習が

できます。書かれていないということに関しましては、子どもた

ちが推測をしながら教材に入っていけ、どちらにもよさがありま

す。 

   中 野 委 員 多少関連もあるのですが、１冊になっている教科書と、分冊

になっている教科書とがあるのですけれども、分冊になっている

ほうは割と書くところが多くなっていると思います。ある程度書

いてまとめたほうがいいという見方と、それから書くほうに集中

してしまうと、考えて話し合うという時間が減るのではないかと

いうような面もあると思うのですけれども、実際に現場で使いや

すいのはどちらのほうでしょうか。わかりましたらお願いします。 

   岡村指導主事 その点につきましても、十分話し合いがなされました。まず、

分冊かどうかという点ですが、分冊に関しましては、２つのタイ

プがあります。まず、学校図書は、「読み物」と「活動」の分冊

です。そして、日本文教出版と廣済堂あかつきに関しては、別冊

で道徳ノートというものがついております。今の中野委員のお話

ですと、日本文教出版と廣済堂あかつきについてお答えします。 

          まずは分冊の「道徳ノート」に関しましては、子どもの実態に

応じた形式のほうが使いやすく、また評価にも活用できるのでは

ないかというところもあります。また、書くのに全ての時間を費

やされてしまって、話し合い活動が充実しないのではないかとい

う懸念もあります。ただ、若い先生や、道徳に不慣れな先生方に

は、たくさん書かれている発問が必要ではないかという見方もあ

り、意見が分かれるところです。 

   和 田 委 員 今の中野委員とのお話とも関連しますが、道徳に対する評価

は数字ではなく、文章で教師がそれぞれの児童に対してするとい

うことになっておりますけれども、その評価について考えた場合

に、やはり何らかの形でこういったノートの中で残ったほうがい

いのか、それとも子どものディスカッションの中で教師が判断で

きるのか。授業の進め方と評価との兼ね合いですけれども、その

あたりはどうでしょうか。 

   岡村指導主事 評価は、１つ目に、話し合いの中で自分の意見や自分の考えが

深まっているかどうか。そして２つ目に、自分がよく自分自身の

ことを考えているかどうかという点をみます。教師は、その子の

よさや考えの深まりをみます。 



 

          そして、書かれたものは、残りますので、保護者に見せたり評

価の手段の一つとして使ったりすることは可能になると思いま

す。 

   小 西 委 員 今の評価という点に関連しますけれども、東京書籍などはノ

ートがないわけですけれども、こういう場合、もし仮に東京書籍

や学校図書が採択された場合に、先生がそれぞれ、プリントなど

を配って子ども達に記述させるなどの方法で評価を把握すると

いうことで考えてよろしいのでしょうか。 

   岡村指導主事 授業を行っていく上では、２つ手段があります。１つは今、お

話にありましたとおり、プリントやワークシートを使い、教師側

がねらう発問に対して自分の考えを書く欄。自分が考えたことを

まとめとして残しておく欄など、各担任が工夫してワークシート

を作成するなどすることが可能です。授業を行う際には、指導者

がやりやすく、そして後で評価しやすいと思われます。 

          もう一つの手段としては、ノートが挙げられます。これは一般

に、国語や算数などで使われているノートと同様に、自分の考え

を深める手段としてのノートです。また、ノートのほうが、自由

度が高いという利点があります。 

   小 西 委 員 別の質問になりますが、設問の中で、かなり細かく心情理解

を問うているものと、単に「考えてみましょう」というように大

まかな設問形式の教科書があります。設問が細かく書いてある方

が若い先生にとって指導しやすいのかと思ったのですけれども、

ある教科書会社に決まったときに、その教科書会社の設問方式が

詳細でない場合においても、先生方に対しては、教科書会社から、

こう指導しましょうというような、指導書のような資料は配られ

るのでしょうか。 

   岡村指導主事 ただいま質問にありました指導書の件ですが、教科書が採択さ

れましたら、指導書は各学校に配付する予定でいます。 

   小 西 委 員 そうするとその中に、こういう形で質問しましょうとか、あ

る程度は道筋というのは書かれているということでしょうか。 

   岡村指導主事 そのような形になりますので、教科書の中にある発問を使った

り、指導書にあるものを使ったりしても構わないということにな

ります。 

   磯野教育長 指導方法は基本的に、教育委員会でも指導計画はつくるので

すよね。 

   岡村指導主事 はい。 



 

   磯野教育長 そうですよね。全て指導書のとおりではないというふうにな

りますか。 

   岡村指導主事 はい。 

   磯野教育長 他にどうでしょうか。質問はよろしいでしょうか。 

          中野委員。 

   中 野 委 員 この中でいじめの問題が出てきて、これが一番大事だと思う

のですけれども、今までこの道徳の時間がないとき、こういう問

題はどの時間帯に扱われていたのでしょうか。話し合い、クラス

での話し合いとかでいいますと、どの時間でしょうか。当然、今

後はこの道徳の時間が中心になると考えてよろしいですか。 

   中嶋指導課長 これまでも教科書はなかったのですが、道徳の時間の中で、

いじめもクラスの問題として取り組んでおりましたし、他にも特

別活動の中や、学級活動の中で、その都度、また、何か起きたと

きには、タイムリーに指導してきております。 

   和 田 委 員 道徳に関する学習指導要領が改訂された中で、国際理解教育

や国際親善を、低学年の中でも扱うといったことが出てきたかと

思います。その低学年での国際関係の扱い方は、各発行者で特徴

的なことですとか、傾向があれば教えていただきたいと思います。 

          それともう一点ですが、情報モラルについても、比較的道徳で

扱う中では新しい分野かと思いますので、その２点について教え

ていただければと思います。 

   岡村指導主事 まず、１点目の質問にお答えします。国際理解、国際親善です

が、小学校１、２年生の内容項目に新しく入った内容です。その

点に関しましては、教育出版では、２年生のでは、１１４ページ

に国旗や国歌などを取り上げています。また、学校図書では、オ

リンピックやパラリンピックの紹介、食べ物、挨拶等を全学年で

コラムとして扱っております。全ての、出版社におきまして、国

際理解、国際親善という項目で、教材、コラム、写真、漫画形式、

かるた形式など取り扱いがあります。 

          ただ、同じ国歌や国旗という内容であっても、写真だけが写っ

ているものや、吹き出し形式や会話形式になっているもの、そし

て、国旗、国歌の由来や意味が書かれている出版社などもありま

す。 

          次に、情報モラルについてお答えします。情報モラルについて

ですが、こちらも新しい課題として取り上げられているものです。

これも出版社によっては、３５点、これは年間の授業時間が３５



 

時間ということで３５点教材が入っていますけれども、その教材

の中に情報モラルを入れている出版社や、それから３５点プラス

として１点追加などで組み込まれている内容もあります。 

          また、情報モラルに関しては、家庭で話し合う内容も多いです

ので、例えば家の人と考える教材、それからどうしてもスマート

フォンやインターネットに目が向いてしまうところではありま

すが、学級新聞や、それから著作権など、個人情報など、それだ

けには含まれない内容も入っている出版社もあります。 

   和 田 委 員 ありがとうございました。お話しいただきましたように、各

者、取り扱ってはいるけれども、取り扱い方が随分特徴があって

違うなと感じたところです。ありがとうございました。 

   小 西 委 員 学校図書は、分冊の「活動」の最後に、「保護者の方へ」と

いう形で書かれていたり、他にも東京書籍だったと思うのですが、

「おうちの人と一緒に考えてみよう」という形で、保護者を巻き

込んで考えようとする出版社が何社かあったと思うのですが、こ

の道徳の教科書というのは、持ち帰りが予定されているのか、そ

のあたりを教えていただけますでしょうか。 

   岡村指導主事 やはり今回の学習指導要領の改訂で、保護者や地域の方と連

携をとりながら学習をしていきましょうということになりまし

たので、保護者の欄があり、記入をしていただいたり、または家

庭に戻りまして、その会話をさらに広げて深めていただくという

機会を設けるため、持ち帰りも可能ですが、週１時間であるため、

学校に置いておくということも可能になります。 

各者、サイズも扱い方もそれぞれであり、それぞれのよさがあ

ります。 

   磯野教育長 とりあえず質問はよろしいでしょうか。では、委員同士、自

分で読まれた中で、それぞれ意見等がありましたらお願いします。

再度、疑問点が発生しましたら、質問をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

          では、私のほうで口火を切らせてもらいます。私は、今回の「特

別の教科 道徳」に関して、発端はやはり、滋賀のいじめのこと

もありましたので、道徳的な価値については、今までもいろいろ

な形で深めてきたと思います。今回読んだ中で、いじめを重視し

ている教科書会社は３社ぐらいあり、これについてはやはり評価

する価値があるなということと、もう一方では、命の尊重にポイ

ントを当てて書かれている教科書会社も１社あったので、これに



 

ついては非常に評価できるという感じがしました。 

          そして、千葉市の課題にもありましたが、自己肯定感という課

題からすると、やはり行動を通して学んでいくという内容構成に

なっている教科書会社もあったので、これについてはある程度評

価していきたいというふうに考えています。 

          ですから、いずれかに決めなければならないのですけれども、

最終的にはやはり、観点としては、いじめとか生命に関しては、

重要視したいという思いがございます。 

          一応、口火を切りましたので、皆さんのそれぞれ読まれた意見

をお願いします。 

   中 野 委 員 私もそうですね。この中ではやはりいじめと命の大切さを扱

っているところ。さらに、情報モラルのことも、今の時分には大

事かなと思いまして、これら割とバランスよく扱っている会社も

ありましたので、そのあたりが決める上での一つの判断かなとい

うふうに思いました。 

         会社によって教材は違いますけれども、命の尊さなどの扱い方

は基本的には同じかなと思います。全ての会社で命の尊さを、全

学年にいろんなものを扱っていますので、そのあたりのバランス

がいい教科書がいいかなと思いました。 

   小 西 委 員 そうですね、どの出版社もある部分を取ればこっちだし、他

の部分を取ればこっちだし、ということで、なかなか１番を決め

るというのは難しいという思いで読ませていただきました。私も

やはり、いじめというところは重点的に考えていまして、いじめ

はいけないとか、命が大切だということは、子どもたちは皆わか

っていると思います。いじめはだめだとわかっていてもやってし

まう、その心理であるとか、いじりといじめの違いは何だろうな

どと、深く考えさせるような出版社が３社ぐらいあるかと私も思

いました。 

          あとは国際理解ですけれども、先ほど和田委員がおっしゃって

いた、取り扱い方が違うというのは私も感じました。単に世界の

文化とか生活の違いのみを取り扱っているものから、実際に自分

たちのクラスに外国籍の子どもが転入して来たときにどのよう

に接したらよいのかなど、子どもたちの身近な問題として考えさ

せるようなものまでありました。千葉市の子どもたちが自分との

かかわりで捉えて、主体的に考え、議論する点に課題があるとい

うことですので、やはり子どもたちが身近に感じられる、考えら



 

れるような題材を扱う出版社がいいのかと考えました。 

          あとは、情報モラルについても、先ほどの国際理解と一緒で、

身近な問題を扱い、多面的に考えられるような題材を扱っている

出版社がありましたので、そちらの教科書がいいかと思いました。 

          また、千葉市の子どもたちの課題として、自己肯定感が低いと

いうことですので、全学年を通じて、自分や他人を褒めたり、自

分のいいところを見つけたり、友達の頑張っているところを認め

合う、そういう題材がたくさん入っている出版社があり、千葉市

の課題には合っているのかと思います。 

   千 葉 委 員 日ごろ、僕も社会的弱者という立場で、いろいろ社会に出た

ときに、結構、この年でも社会からいじめられていたりとかする

のですけれども。せっかく道徳という授業ができたのだから、子

どもさんたちに学校が教えるだけでなく、家族の中での会話がで

きるようになるといいですね。教科書をおうちに持って帰って、

今日、道徳でこんな授業あったんだというような会話ができるよ

うに。道徳が学校や教育の中で取り込んでいるから、それを今度

は家庭に反映していく番ではないかと思ったのが１つ。 

          あとは、僕も読ませていただいたのですけれども、どの教科書

も、すばらしいなと思いました。小西さん言っているように、こ

の教科書は、これがいいけれども、高学年になるとこっちがいい

なとかという思いがありまして、その辺が非常に難しいなと思い

ました。 

          以上です。 

   和 田 委 員 本当に皆さんおっしゃるとおりで、どの者もいいところがい

ろいろあるので、非常に難しいのですが、そうなるとやはり、バ

ランスがいいということも、選ぶ上での大きな観点になるのかな

というふうに思います。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４つの視点、自分自身

とのかかわりからを発端に、最終的に生命、自然、崇高なものと

のかかわりまで発展していけるようにバランスよく配置されて

いるということ。それから、やはり道徳という教科は、自分の考

えを深めていかなければいけない教科だと思いますので、教材の

中で考える余白があるというか、物語が終わった後でも、その後

に、まだ自分たちで考えるように子どもが自主的になれるような

教材が適切なのかなと思いました。 

          その中で、バランスのよさということを考えると、やはり２者

ぐらいかなと思いますけれども、その中でどちらかということに



 

なると、教科書の装丁ですとか、分冊であるのかとか、そういっ

たことも大きな要素となっていっているのかなと思います。 

   磯野教育長 ありがとうございます。それぞれ、皆さん考えがあるわけで

すけれども、もう一歩踏み込んで、何か発言する方いらっしゃい

ますか。 

   和 田 委 員 最後に、教科書、装丁ということもお話ししたのですが、や

はりこの道徳の時間というのは各教科の中でも、心が落ち着いた

状態で授業に取り組めないと、なかなか子どもたちも正直な気持

ちが、心の奥底のものが出てこないのかなと思います。その中で

色調ですとか、教科書の挿絵の色調とか、それから全体のバラン

スとか余白部分といったことも重要な要素になるかなと思いま

した。 

          そういった中で、東京書籍は、非常に淡い色調で、挿絵もタッ

チが優しいので、落ち着いた気持ちで学習に取り組めるのではな

いかと思いました。バランスという点では、学校図書、東京書籍、

非常にどちらもすばらしいと思います。もちろん、各者すばらし

いのですが、決めなくてはいけないので、悩むところです。 

   小 西 委 員 私もバランスという点は重視しました。バランス以外では光

村出版は、高学年の教科書に世界人権宣言を載せていたり、子ど

もの権利条約を載せていたり、各学年の題材を通して少数者の人

権をたくさん扱っていたりするなど、道徳と人権とのつながりを

子どもたちに意識させるという視点がよく出ていて良かったな

と思います。 

          他の者もいろいろ良い点があるので、言い尽くせないのですけ

れども、現在使われている国語の教科書の文字の大きさとの兼ね

合いなど、選択にあたっては読みやすさなどの形式面も重視しま

した。 

   和 田 委 員 正直なところ、この分冊になっているというところが、２冊

になっているということは、子どもたちにとってどうなのでしょ

うか。道徳だけではなくて、ほかの教科用図書でも分冊に、とい

うことがよくあって、私たちの中でもよく話題になるのですが、

どうなのでしょうか。 

   岡村指導主事 分冊になったことにより、目的がはっきりするというよさもあ

りますが、非常に表紙等が似ているので、間違えたりですとか、

分かれているために、それをなくしてしまったりですとか、あと、

教科書とセットになっているノートがありますが、そのノートが



 

行方不明になってしまったりという可能性もあります。よって、

よさもありますが、大変さや難しさもあります。 

   磯野教育長 よろしいですか。 

         具体的には挙がらなかったものもありましたけれども、各者に

ついて、意見をいただきました。 

選定の後になると思うのですが、先ほどあったように、これか

ら家庭の教育力や、家庭との協力、それと自己の深まりと同時に、

ノートをどのように使うかとかいう扱いに関しては、今の子ども

の実態と同時に、先生方の実態も違いますので、どの教科書を選

ばれても、もう一度指導計画をつくる際などに、何かに反映した

いと思います。 

          他にはよろしいですか。 

では、ご意見、ご質問がございませんので、これより、平成３

０年度に本市立小学校において使用する「特別の教科 道徳」の

教科用図書の決定をいたします。 

          決定の方法ですが、投票により、これを決定したいと考えます。

投票の方法ですが、各委員に配付いたします投票用紙に、無記名

で、採択すべきと考える教科用図書に「○」を記し、投票してく

ださい。 

          そして、本日の出席者は５名ですので、過半数の３票を獲得し

た教科用図書を採択することと決定したいと考えます。過半数に

達しない場合には、改めて意見交換等、協議の上、投票のあった

発行者によって、３回目まで繰り返し投票を行います。ただし、

過半数に達しないものの、２者が２票ずつ得票した場合には、そ

の２者によって再度投票を行うこととします。３回の投票により

決しなかった場合は、その際に、決定方法について再度協議する

こととします。以上、よろしいでしょうか。 

          それでは、議案第４５号の採決に移ります。小学校用教科用図

書「特別の教科 道徳」の発行者は８者です。文部科学省作成の

教科書目録に記載されている発行者の番号順に、東京書籍、学校

図書、教育出版、光村図書、日本文教出版、光文書院、学研教育

みらい、及び廣済堂あかつきです。この８者から、投票により決

定いたします。 

          事務局より、投票用紙を配付してください。 

（投票用紙の配付後、教育委員、投票。事務局において、開票・

集計し、教育長へ報告） 



 

   磯野教育長 すみません、投票は１人１票ということで、１者に「○」を

つけていただきたいと思いますので、大変申しわけございません。

再度やり直しさせていただきます。 

（投票用紙の配付後、教育委員、投票。事務局において、開票・

集計し、教育長へ報告） 

   磯野教育長 では、ただいまの投票結果について報告をいたします。なお、

失礼ですが、投票があった発行者のみの報告といたします。 

          東京書籍、４票。日本文教出版、１票。東京書籍が過半数を

得ましたので、これを採択することと決定いたしたいと考えま

すが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

   磯野教育長 異議なしということですので、議案第４５号「平成３０年度

使用千葉市立小学校用教科用図書の採択について（特別の教科 

道徳）」の教科用図書は、東京書籍と決定いたしました。 

          以上で、本日の議事日程記載の案件にかかわる審議が終了し

ました。 

 

７ その他 

 (1) 採択結果について、千葉市ホームページ上で当日中に公開することが教育

指導課長から伝えられた。 

（2） 第８回定例会は、８月２３日（水）に開催することを確認した。 

８ 閉会 

  磯野教育長より閉会を宣言 


